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鳥取市規則第４０号 

   鳥取市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

鳥取市児童福祉法施行細則（平成３０年鳥取市規則第１３号）の一部を次のように

改正する。 

様式第１４号中「その他法人 任意団体」を「その他法人 任意団体 その他

（ ）」に、「※法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とする施設の場合、( )

内にはその雇用する労働者」を「※法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とす

る施設の場合、( )内にはその雇用又は委託する労働者」に、「子どもの預かりサー

ビスのマッチングサイトの」を、「こどもの預かりサービスのマッチングサイトの」

に、「また、法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とする施設の場合、( )内

にはその雇用する労働者」を「また、法第６条の３第１２項に規定する業務を目的と

する施設の場合、( )内にはその雇用又は委託する労働者」に、「子どもの預かりサ

ービスのマッチングサイトを」を「こどもの預かりサービスのマッチングサイトを」

に改める。 

様式第１５号中 
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※法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とする施設の場合、( )内に

はその雇用又は委託する労働者の監護する乳幼児以外の定員を再掲するこ

と。 
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「雇用しているものの場合」を「雇用・委託しているものの場合」に、「子どもの預

かりサービスのマッチングサイトへ」を「こどもの預かりサービスのマッチングサイ

トへ」に、「人数を記入してください。」を「人数を記入してください。また、法第６

条の３第１２項に規定する業務を目的とする施設の場合、( )内にはその雇用又は委

託する労働者の監護する乳幼児以外の定員を再掲してください。」に、「子どもの預か

りサービスのマッチングサイトを」を「こどもの預かりサービスのマッチングサイト

を」に改める。 

様式第１６号中「子どもの預かりサービス」を「こどもの預かりサービス」に改め 

る。 

様式第１９号中「その他法人 任意団体」を「その他法人 任意団体 その他（ ）」

に、「※法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とする施設の場合、( )内にはそ

の雇用する労働者」を「※法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とする施設の



場合、( )内にはその雇用又は委託する労働者」に、「雇用状況」を「雇用又は委託状

況」に、「子どもの預かりサービスのマッチングサイトの」を「こどもの預かりサービ

スのマッチングサイトの」に、「また、法第６条の３第１２項に規定する業務を目的と

する施設の場合、( )内にはその雇用する労働者」を「また、法第６条の３第１２項

に規定する業務を目的とする施設の場合、( )内にはその雇用又は委託する労働者」

に、「子どもの預かりサービスのマッチングサイトを」を「こどもの預かりサービスの

マッチングサイトを」に改める。 

様式第２０号中「雇用している」を「雇用又は委託している」に、「職員の雇用等」

を「職員の雇用又は委託等」に、「子どもの預かりサービス」を「こどもの預かりサー

ビス」に改める。 

様式第２１号中「子どもの預かりサービス」を「こどもの預かりサービス」に改 

める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の鳥取市児童福祉法施行細則の規定により作成さ

れ、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用

することができる。 


